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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第７条に定める

ゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準に係る運用方

針の明確化について（通達）

見出しのことについては、別添警察庁通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律施行規則第７条に定めるゲームセンター等営業の営業所の構造及び

設備の技術上の基準に係る運用方針の明確化について（通達）」（令和４年３月１日

付け警察庁丁保発第３８号）に基づき実施することとしたので、事務処理上誤りの

ないようにされたい。

※ 警察庁通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

第７条に定めるゲームセンター等営業の営業所の構造及び設備の技術上の基

準に係る運用方針の明確化について（通達）」については警察庁ホームページ

をご覧ください。


